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は

じ

め

に

昨
年
、
兵
庫
県
川
西
市
の
渋
谷
辰
男
氏
か
ら
、
戦
国
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
古
文

書
二
六
七
点
が
県
立
文
書
館
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
古
文
書
は
、
渋
谷
家
で
何
代
に
も
わ
た
っ
て
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
多

く
の
文
書
が
か
な
り
傷
ん
で
い
た
た
め
、
原
形
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
十
分
配
慮
し
て
、
補
修
を
行
い
ま

し
た
。
こ
の
度
、
補
修
が
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
の
で
、
そ
の
紹
介
も
兼
ね
て
収
蔵
文
書
展
「
渋
谷
家
文
書
の
世

界
」
を
開
催
し
ま
す
。

渋
谷
氏
は
、
尾
道
を
本
拠
と
す
る
豪
商
で
、
戦
国
時
代
の
末
期
、
毛
利
氏
の
海
の
御
用
商
人
と
し
て
、

軍
事
物
資
の
保
管
や
調
達
・
輸
送
を
行
っ
て
勢
力
を
増
大
さ
せ
、
沼
隈
郡
で
給
地
ま
で
も
与
え
ら
れ
ま
し

た
。
つ
い
で
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
尾
道
町
に
お
い
て
、
五
人
の
年
寄
に
次
ぐ
月
行
司
筆
頭

つ
き
ぎ
ょ
う
じ
ひ
っ
と
う

（
組
頭

く
み
が
し
ら
）
と

し
て
、
加
子
か

こ

（
船
頭
・
水
夫
）
の
調
達
や
町
の
運
営
に
当
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
渋
谷
家
文
書
に

は
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
示
す
、
毛
利
氏
時
代
か
ら
福
島
氏
時
代
、
浅
野
氏
時
代
初
期
の
貴
重
な
古
文
書
が

ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
収
蔵
文
書
展
で
は
、
そ
の
中
か
ら
代
表
的
な
古
文
書
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
古
文
書
の
補
修

に
関
す
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。
古
文
書
を
保
存
す
る
こ
と
の
大
切
さ
や
、
補
修
の
意
義
を
知
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

表紙写真 尾道浦絵屏風（部分） 江戸時代中期 尾道市立美術館所蔵
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一
　
戦
国
夫
名
毛
利
氏
支
配
下
の
豪
商
渋
谷
氏

（1）

毛
利
氏
の
庇
護
と
渋
谷
氏
の
立
場

戦
国
時
代
に
お
い
て
も
、
尾
道
は
鞆と
も

と
と
も
に
瀬
戸

内
海
の
幹
線
航
路
の
要
衝
に
位
置
し
、
非
常
な
に
ぎ
わ

い
を
見
せ
て
い
た
。
渋
谷
氏
は
こ
の
尾
道
に
本
拠
を
置

く
有
力
商
人
の
一
人
で
、
海
運
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
渋
谷
氏
の
場
合
、
泉
屋
や
笠
岡

屋
な
ど
の
豪
商
と
は
違
い
、
戦
国
時
代
を
通
し
て
、

「
屋や

号ご
う

」
で
は
な
く
、「
渋
谷
与
右
衛
門
尉
」
と
官か
ん

途と

で
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
武
士
か
ら
転
じ
た

商
人
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
国
大
名
毛
利
氏
に
と
っ
て
も
、
軍
需
物
資
を
保

管
・
調
達
し
、
そ
れ
を
戦
場
に
迅
速
に
運
ぶ
の
に
、
渋

谷
氏
の
よ
う
な
船
持
商
人
（
海
運
業
者
）
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
一
方
、
渋
谷
氏
の
側
で
も
、
運
輸
業
や
遠
隔

地
交
易
な
ど
に
関
わ
る
尾
道
で
の
営
業
上
の
権
益
を
守

り
、
ま
た
船
の
航
海
の
安
全
を
確
保
す
る
の
に
、
毛
利

氏
の
庇
護
ひ

ご

を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
毛
利
氏
と
渋
谷

氏
は
、
こ
の
よ
う
に
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い

え
る
。
渋
谷
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
毛
利
氏
は
渋
谷
氏
を

手
厚
く
庇
護
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
尾
道
の
船
持
商
人
で
は
、
渋
谷
氏
の
ほ
か
に
、

泉
屋
や
笠
岡
屋
な
ど
も
、
毛
利
氏
と
深
い
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
場
合
は
、
そ
の
後
毛

利
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
佐
東
川
（
太
田
川
）
口
の
船
持

商
人
二
階
藤
左
衛
門
尉
ら
と
は
違
い
、
萩
（
山
口
県
）

に
移
る
こ
と
は
な
く
、
関
ヶ
原
合
戦
後
も
尾
道
に
留
ま

り
、
豪
商
と
し
て
成
長
し
た
。

1 毛利輝元捻文 8月23日

▲

尾
道
に
本
拠
を
置
い
て
い
た
渋
谷
与
右
衛
門
尉
は
、

古
く
か
ら
当
所
に
勢
力
を
延
ば
し
て
い
た
国
衆
、
木き

梨な
し

元
恒
も
と
つ
ね

と
不
和
に
な
り
、
他
国
に
追
放
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
た
。
毛
利
輝
元
は
尾
道
代
官
所
か
ら
報
告
を
受
け
る

と
、
ま
ず
渋
谷
氏
の
尾
道
居
住
を
保
証
し
た
。
つ
い
で
、

元
恒
に
言
い
分
が
あ
れ
ば
、
輝
元
の
裁
断
を
得
る
よ
う

に
指
示
し
た
。
豪
商
渋
谷
氏
は
、
毛
利
氏
の
た
め
に
奉

公
に
努
め
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
厚
い
庇
護
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

毛
利
氏
と
渋
谷
氏
は
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
に

あ
っ
た
。
渋
谷
氏
は
毛
利
氏
か
ら
軍
需
物
資
の
保
管
や

調
達
・
輸
送
を
依
頼
さ
れ
、
毛
利
氏
の
た
め
に
忠
勤
を

励
ん
だ
。
そ
の
一
方
で
、
毛
利
氏
は
、
渋
谷
氏
の
船
の

「
警
固
け

ご

役
」
を
勤
め
、
恩
賞
と
し
て
、
領
地
ま
で
も
与

え
た
。
な
お
、
一
〇
〇
石
・
二
〇
〇
石
程
度
の
売
船
の

斡
旋
を
、
渋
谷
氏
は
毛
利
氏
か
ら
頼
ま
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。

▲

4 毛利氏奉行人書状 （折紙）12月12日
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5 毛利氏奉行人書状 （折紙） 6月24日

▲

小
早
川
隆
景
の
腹
心
で
あ
る
鵜う

飼か
い

元
辰
も
と
と
き

の
手
に
よ
っ

て
、
毛
利
輝
元
の
「
御お

召
船
め
し
ぶ
ね

」
が
新
造
さ
れ
、
引
き
渡
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奉
行
人
二
宮
就
辰

に
の
み
や
な
り
と
き

は
、
渋
谷
与

右
衛
門
尉
に
対
し
て
、
使
者
二
右
衛
門
と
と
も
に
、
こ
の

船
を
仁
保
に

ほ

島
ま
で
曳
航
す
る
よ
う
頼
ん
だ
。
ま
た
、
雇

い
入
れ
た
水
主
か

こ

の
賃
金
や
飯
米
、
船
頭
へ
の
祝
い
、
そ
の

他
の
入い
り

目め

は
す
べ
て
、
彼
が
毛
利
氏
か
ら
預
か
っ
て
い

る
金
子
や
米
か
ら
支
給
す
る
も
の
と
し
、
差
し
引
き
の

算
用
は
後
日
行
う
こ
と
に
し
た
。
こ
の
書
状
に
は
、
毛

利
氏
の
海
の
御
用
商
人
と
し
て
の
、
渋
谷
氏
の
面
目
が

窺
え
る
。

満
願
ま
ん
が
ん

寺じ

は
吉
田
郡
こ
お
り

山や
ま

に
あ
っ
た
真
言
宗
寺
院
で
、

毛
利
氏
の
祈
願
所
と
し
て
崇
敬
を
受
け
て
い
た
。
そ
の

満
願
寺
の
法
印
ほ
う
い
ん

が
、
急
ぎ
紀
伊
国
高
野
山
へ
登
る
必
要

が
生
じ
、
毛
利
輝
元
に
船
の
手
配
を
頼
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。
輝
元
は
奉
行
人
宛
に
「
捻
ひ
ね
り

文ぶ
み

」
を
認
し
た
た

め
、
渋
谷

与
右
衛
門
尉
に
船
の
用
意
を
命
じ
た
、
こ
の
捻
文
が
与

右
衛
門
尉
宛
で
な
い
の
は
、
彼
が
輝
元
の
直
臣
で
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
捻
文
」
は
差
出
人
の
直
々
の

思
い
を
伝
え
る
が
、
そ
れ
は
内
々
の
間
柄
に
あ
る
人
々

の
間
で
用
い
ら
れ
た
。

▲

6 毛利輝元捻文 8月 6日

（2）

軍
需
物
資
の
輸
送
と
恩
賞

天
正
年
間
（
一
五
七
三
〜
九
二
）
の
初
め
頃
、
渋
谷

氏
は
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
海
の
御
用
商
人
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
毛
利
氏
の
指
示
で
、
兵

糧
米
・
「
鍛た
ん

」（
鍛
鉄
）
・
「
合
あ
わ
せ

薬
ぐ
す
り

」（
鉄
砲
用
の
調

合
し
た
火
薬
）
な
ど
の
軍
需
物
資
の
保
管
・
調
達
や
そ

の
輸
送
に
当
た
り
、
忠
勤
を
励
ん
で
い
る
の
が
確
認
で

き
る
。
だ
が
、
毛
利
氏
と
渋
谷
氏
の
間
に
は
、
主
従
の

関
係
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
毛
利
輝
元
が
渋
谷

氏
に
対
し
て
捻
ひ
ね
り

文ぶ
み

（
内
書
）
を
直じ
き

に
与
え
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
二
宮
就
辰

に
の
み
や
な
り
と
き

や
佐
世
さ

せ

元
嘉
も
と
よ
し

ら
、
毛
利
氏
奉
行
ぶ
ぎ
ょ
う

人に
ん

の
渋
谷
氏
に
対
す
る
指
示
も
、
随
分
丁
重
で
あ
っ
た
。

毛
利
輝
元
は
二
〇
〇
石
の
地
を
渋
谷
氏
に
恩
給
し

て
、
そ
の
労
に
報
い
た
。
し
か
し
、
毛
利
氏
の
こ
の
御

恩
に
対
し
て
、
渋
谷
氏
は
七
端
帆
の
船
一
艘
（
一
〇
〇

石
程
度
）
の
「
役や
く

」、
つ
ま
り
奉
公
を
求
め
ら
れ
た
。

豊
臣
秀
吉
の
命
令
に
よ
り
、
毛
利
氏
は
文
禄
元
年
（
一

五
九
二
）
と
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
の
二
度
、
朝
鮮

に
軍
勢
を
送
っ
た
。
こ
の
と
き
、
渋
谷
氏
の
船
も
徴
発

さ
れ
、
対
馬
や
朝
鮮
に
兵
糧
や
武
器
な
ど
を
運
ん
だ
。

毛
利
氏
か
ら
は
、
動
員
さ
れ
た
船
の
船
頭
・
水
夫
か

こ

に
対

し
て
飯
米
が
支
給
さ
れ
た
。
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11 毛利輝元捻文 11月22日

▲

渋
谷
与
右
衛
門
は
毛
利
氏
か
ら
兵
糧
米
を
預
か
り
、

ま
た
そ
れ
を
戦
場
へ
運
ぶ
な
ど
、
忠
勤
を
励
ん
で
い
た
。

毛
利
輝
元
は
そ
の
功
労
を
大
と
し
、
渋
谷
氏
に
「
上
口
か
み
ぐ
ち

」

（
備
中
・
美
作
方
面
）
で
適
当
な
所
領
が
あ
れ
ば
給
与

す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
な
お
、
こ
の
捻
文
が
、
渋
谷

氏
本
人
で
は
な
く
、
毛
利
氏
奉
行
人
粟あ
わ

屋や

就
秀
な
り
ひ
で

に
宛
て

ら
れ
た
の
は
、
彼
が
輝
元
の
直
臣
で
は
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
毛
利
氏
に
は
、
直
臣
以
外
の
人
々
に
も
、
捻

文
で
当
主
の
直
々
の
意
向
を
伝
え
、
求
心
力
を
強
め
よ

う
と
す
る
配
慮
が
見
ら
れ
た
。

戦
国
の
乱
世
に
お
い
て
、
鉄
砲
は
最
も
強
力
な
武
器

で
あ
っ
た
。
各
大
名
は
軍
備
を
強
化
す
る
た
め
、
競
っ

て
鉄
砲
を
購
入
し
た
。
毛
利
氏
方
で
も
、
永
禄
十
二
年

（
一
五
六
九
）
四
月
の
筑
前
立
花
た
ち
ば
な

城
合
戦
の
と
き
に
は
、

「
鉄
砲
て
っ
ぽ
う

放
は
な
ち

」
の
部
隊
を
編
成
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
渋
谷
氏
が
こ
こ
で
毛
利
氏
か
ら
調
達
を
頼
ま
れ

た
「
合
あ
わ
せ

薬
ぐ
す
り

」
は
、
鉄
砲
に
用
い
る
調
合
済
み
の
火
薬

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
日
本
目
」
で
一
斤
二
匁
四
分
か

ら
五
分
の
値
段
な
ら
、
一
〇
〇
〇
斤
で
も
二
〇
〇
〇
斤

で
も
す
ぐ
に
購
入
し
た
い
と
い
う
。
遅
く
な
れ
ば
不
用

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
戦
闘
が
目
の
前
に

迫
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。▲

14 毛利氏奉行人連署書状 （折紙）11月20日

17 毛利氏所務役人連署渡状
慶長 2年（1597）4月20日

▲

豊
臣
秀
吉
は
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
五
月
に
島

津
氏
を
従
え
る
と
ま
も
な
く
、
明
国
の
征
服
を
く
わ
だ

て
、
対
馬
の
宗
氏
を
介
し
て
朝
鮮
に
入
貢
と
明
国
へ
の

案
内
を
求
め
た
。
朝
鮮
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
四
月
と
慶
長
二
年
二
月
の
二

度
、
朝
鮮
を
侵
略
し
た
。
毛
利
氏
も
ま
た
、
秀
吉
の
命

令
に
従
い
、
朝
鮮
に
軍
勢
を
送
っ
た
。
こ
の
渡
状
は
慶

長
二
年
に
派
兵
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
対
馬
で
軍

需
物
資
を
備
蓄
す
る
倉
を
造
る
た
め
、
毛
利
氏
は
渋
谷

氏
に
物
資
の
輸
送
を
命
じ
た
。
船
出
す
る
と
間
も
な
く
、

赤
間
関

あ
か
ま
が
せ
き

（
現
在
の
下
関
）
で
、
毛
利
氏
か
ら
輸
送
に
携

わ
っ
て
い
る
船
頭
・
水
主
か

こ

な
ど
一
五
人
の
七
二
日
分
の

飯
米
五
石
四
斗
が
支
給
さ
れ
た
。
飯
米
の
支
総
は
、
佐さ

世せ

元
嘉
も
と
よ
し

が
花か

押お
う

を
認
し
た
た
め

め
た
公
的
な
桝ま
す

で
行
わ
れ
た
。
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二
　
江
戸
初
期
の
尾
道
と
渋
谷
氏

（1）

尾
道
の
「
自
治
」
的
機
構
と
渋
谷
氏

尾
道
は
戦
国
期
以
来
小
市
場
の
中
心
地
で
、
米
・

鉄
・
畳
表
の
集
散
地
で
あ
り
、
泉
屋
・
笠
岡
屋
と
い
っ

た
初
期
豪
商
と
呼
ば
れ
る
有
力
商
人
が
毛
利
氏
に
よ
っ

て
尾
道
の
代
官
職
に
任
じ
ら
れ
、
商
品
の
搬
入
や
積
み

出
し
、
毛
利
氏
へ
の
調
達
に
あ
た
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
毛
利
氏
に
か
わ
る
福
島
氏
の
時
代
、
尾
道

の
支
配
機
構
は
大
き
く
変
化
し
た
。
泉
屋
・
笠
岡
屋
の

二
頭
支
配
に
か
わ
っ
て
、「
泉
や
惣
左
衛
門
・
秋
田
屋

藤
左
衛
門
・
か
さ
お
か
や
正
左
衛
門
・
き
と
助
兵
衛
・

児
玉
惣
右
衛
門
」
の
五
人
の
年
寄
と
、
渋
谷
与
右
衛
門

ら
を
筆
頭
と
す
る
一
二
組
各
五
名
、
計
六
〇
名
の
月つ
き

行
司
ぎ
ょ
う
じ

が
「
衆
議
」
に
よ
っ
て
町
の
運
営
を
行
う
「
合

議
制
」
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
尾
道

町
で
は
有
力
商
人
に
よ
る
「
自
治
」
的
機
構
が
整
備
さ

れ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
米
な
ど
の
商
品
流
通

も
、
年
寄
・
月
行
司
が
運
営
す
る
町
に
よ
っ
て
担
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

渋
谷
家
文
書
に
は
、
福
島
時
代
か
ら
浅
野
時
代
初
期

に
か
け
て
尾
道
町
の
運
営
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料

が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

▲ 21 尾道町中定之事 元和 2年（1616） 3月27日

22 申定一札之事 元和 3年（1617） 5月23日

▲

こ
の
二
通
の
文
書
は
、
五
名
の
年
寄
と
六
〇
名
の
月
行
司
が
、
衆
議
に

よ
っ
て
と
り
き
め
た
、
尾
道
町
の
運
営
に
関
す
る
「
町ま
ち

定
さ
だ
め

」
で
あ
り
、

当
時
の
尾
道
町
に
「
自
治
」
的
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
貴

重
な
資
料
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
六
〇
名
の
月
行
司
か
ら
、
五
名
の
年
寄

に
宛
て
て
誓
約
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
町
の
運
営
は
、
一
名
の
年
寄

と
五
名
の
月
行
司
（
一
二
組
）
が
月
毎
の
輸
番
制
で
行
い
、
必
要
に
応
じ

て
臨
時
の
「
惣
寄
相

そ
う
よ
り
あ
い

」
や
「
衆
議
」
が
持
た
れ
た
。
町
の
財
政
に
関
す
る

こ
と
や
、
領
主
の
福
島
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
町
に
大
き
な
負
担
が
課

せ
ら
れ
た
場
合
、
相
互
に
協
力
し
て
負
担
し
て
い
く
こ
と
を
定
め
る
一
方

で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
奉
行
の
命
令
を
断
る
こ
と
も
あ
る
と
明
言
し
て
い

る
。
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23 おろし米算用書
元和 2年（1616） 2月22日

▲

尾
道
や
瀬
戸
内
の
島
々
は
米
の
一
大
消
費
地
で
あ

り
、
米
、
特
に
領
主
米
（
年
貢
米
）
は
尾
道
で
最
大
の

流
通
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
商
品
流
通
は
、
尾
道
町

で
有
力
商
人
に
よ
る
「
自
治
」
的
機
構
が
整
備
さ
れ
て

以
来
、
年
寄
・
月
行
司
が
運
営
す
る
町
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
文
書
は
、
前
年
に
町
に
委
託
さ
れ
た
福
島
領
主

米
の
販
売
に
つ
い
て
、
町
の
責
任
で
ま
と
め
た
算
用
書

で
あ
る
。
前
年
は
、
米
三
〇
〇
〇
石
が
尾
道
に
下
さ
れ
、

そ
れ
を
販
売
し
た
代
銀
七
六
貫
目
余
の
う
ち
実
際
に
納

入
さ
れ
た
の
は
四
五
貫
目
余
で
あ
る
。「
未み

進し
ん

」
と
な
っ

た
残
り
の
三
〇
貫
目
余
は
、
当
面
尾
道
に
留
め
置
か
れ
、

必
要
に
応
じ
て
軍
需
品
な
ど
の
物
資
調
達
に
用
い
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（2）

浅
野
氏
の
入
封
と
加
子（
水
主
）役

潮
が
急
変
す
る
瀬
戸
内
海
を
乗
り
こ
な
し
、
海
上
を

自
由
に
往
来
す
る
に
は
、
船
を
操
る
船
頭
や
水
夫
（
加か

子こ

・
水
主
か

こ

）
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
、
領
主
は
戦

陣
や
他
行
に
際
し
て
、
海
上
輸
送
手
段
を
有
す
る
豪
商

か
ら
加
子
を
夫ぶ

役や
く

と
し
て
徴
発
し
、
商
人
は
加
子
銀
や

飯
米
・
船
賃
を
支
払
っ
て
加
子
を
雇
い
そ
れ
に
応
じ

た
。
渋
谷
家
文
書
に
は
、
そ
の
支
払
勘
定
に
関
す
る
資

料
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）、
福
島
正
則
に
か
わ
っ
て

広
島
に
入
封
し
た
浅あ
さ

野の

長な
が

晟あ
き
らは
、
紀
州
で
の
経
験
を

い
か
し
て
い
ち
早
く
加
子
の
把
握
に
努
め
、
船
奉
行
の

植
木
小
右
衛
門
に
命
じ
て
「
浦
方
」
を
支
配
さ
せ
、
加

子
数
・
船
数
を
調
査
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
浅
野
氏
は
、

沿
海
六
郡
の
浦
々
を
加
子
浦
に
指
定
し
、
船
具
の
苫と
ま

・
葛
か
ず
ら
を
藩
に
納
入
さ
せ
る
と
と
も
に
、
夫
役
と
し
て
加

子
を
随
時
徴
発
す
る
制
度
（
加
子
役
）
を
整
備
し
た
。

27 加子賃・飯米代銀請取書
元和 3年（1617）9月21日

▲

紀
州
三
七
万
石
余
の
領
主
で
あ
っ
た
浅
野
長
晟
は
、

こ
の
年
七
月
芸
備
四
二
万
六
〇
〇
〇
石
余
へ
の
転
封
を

命
じ
ら
れ
、
八
月
六
日
鞆
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
幕
府

上
使
か
ら
新
領
知
の
引
き
渡
し
を
受
け
、
海
路
広
島
に

向
か
い
八
日
に
広
島
に
入
城
し
た
。
尾
道
町
の
年
寄
衆

は
、
六
日
、
新
藩
主
一
行
を
出
迎
え
る
た
め
三
五
石
船

を
雇
っ
て
糸
崎
ま
で
出
向
い
た
。
こ
の
文
書
は
、
そ
の

後
阿
伏
兎
を
経
て
翌
日
尾
道
に
帰
る
ま
で
の
二
日
分
の

船
、
及
び
加
子
賃
と
飯
米
の
請
取
書
で
あ
る
。

▲

28 加子賃・飯米代銀請取書
元和 5年（1619）8月 7日

文
書
に
見
え
る
「
く
わ
ん
人
」（
官
人
）
と
は
朝
鮮

使
節
の
こ
と
で
あ
る
。
秀
吉
の
侵
略
に
よ
っ
て
被
害
を

う
け
た
朝
鮮
は
、
家
康
の
日
朝
講
和
を
保
証
す
る
「
国

書
」（
日
朝
間
の
交
渉
に
あ
た
っ
た
対
馬
宗
氏
の
偽
造
）

に
対
す
る
回
答
と
、
日
本
に
連
行
さ
れ
た
人
び
と
の
返

還
を
求
め
て
、
こ
の
年
「
回
答
兼
刷
還

か
い
と
う
け
ん
さ
つ
か
ん

使し

」
を
日
本
に

派
遣
し
た
。
そ
の
一
行
が
朝
鮮
へ
帰
る
船
を
漕
ぐ
加
子

四
七
人
が
尾
道
に
課
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
文
書
は
、
三

原
・
鞆
間
を
往
復
し
た
加
子
の
賃
銀
・
飯
米
の
請
取
書

で
あ
る
。
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32 泉屋庄右衛門・庄屋五郎兵衛書状（折紙）11月 5日

▲

加
子
役
は
臨
時
的
要
素
が
強
く
、
商
人
が
抱
え
て
い

る
加
子
で
は
応
じ
き
れ
な
い
た
め
、
操
船
可
能
な
も
の

を
加
子
と
し
て
雇
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
尾
道
の
商
人

に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
。
こ
の
書
状
は
、
町

が
五
二
人
の
加
子
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
且
は

各
組
か
ら
加
子
を
調
達
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、「
御
急

用
」
に
つ
き
加
子
を
雇
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、

も
は
や
差
し
出
す
必
要
は
な
く
、
か
わ
り
に
そ
の
賃
銀

を
し
わ
く
や
（
塩
飽
屋
）
五
郎
兵
衛
へ
支
払
う
こ
と
を

伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
七
〇
貫
目
に
及
ぶ
借
銀

の
返
済
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

相
模
国
藤
沢
町
の
清
浄
光
寺

せ
い
じ
ょ
う
こ
う
じ

を
総
本
山
と
す
る
時じ

宗
し
ゅ
う
教
団
は
、
教
祖
一
遍
上
人

い
っ
ぺ
ん
し
ょ
う
に
んが
開
始
し
た
諸
国
遊
行

の
布
教
活
動
を
行
う
こ
と
を
特
徴
と
し
、
そ
れ
を
遊ゆ

行ぎ
ょ
う上
人
と
い
っ
た
。
江
戸
幕
府
は
遊
行
上
人
に
朱
印
し
ゅ
い
ん

を
与
え
、
そ
の
道
中
を
大
名
並
み
に
保
護
し
た
た
め
、

連
絡
を
う
け
た
各
藩
は
そ
の
一
行
を
手
厚
く
歓
待
し

た
。
こ
の
文
書
は
、
一
行
を
尾
道
か
ら
広
島
を
経
て
小

倉
ま
で
送
る
た
め
に
、
尾
道
か
ら
七
四
人
の
加
子
が
徴

発
さ
れ
、
渋
谷
市
右
衡
門
の
組
か
ら
七
人
を
八
三
日
分

出
夫
し
た
加
子
賃
と
飯
米
の
算
用
書
で
あ
る
。

▲

33 遊行上人送り加子算用書 明暦 2年（1656）10月17日

（3）

キ
リ
シ
タ
ン
禁
令
と
尾
道

江
戸
幕
府
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
身
分
制
を
基

本
原
理
と
す
る
封
建
的
支
配
秩
序
に
反
し
、
ま
た
、
一

揆
の
宗
教
的
な
契
機
と
も
な
る
こ
と
を
恐
れ
、
キ
リ
ス

ト
教
を
禁
止
し
信
者
を
弾
圧
し
た
。
浅
野
氏
は
入
封
当

初
は
厳
し
い
取
締
り
は
行
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
寛
永

七
年
（
一
六
三
〇
）
に
幕
府
が
発
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
禁

令
を
契
機
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
探
索
や
宗
門
改
め
を
開

始
し
た
。

渋
谷
家
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
尾
道
町
の
宗
門
改
め

書
は
、
寛
永
十
年
の
も
の
で
、
広
島
藩
内
で
も
っ
と
も

早
い
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
ず
尾
道
な
ど
で
宗
門
改
め
が

行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
尾
道
が
中
世
か
ら
の

港
町
で
他
国
船
の
出
入
り
も
多
く
、
ま
た
山
陽
道
が
通

り
、
山
陰
へ
通
じ
る
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
キ
リ
シ
タ

ン
潜
伏
の
可
能
性
も
高
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の

翌
々
年
に
は
、
領
内
全
体
で
大
規
模
な
キ
リ
シ
タ
ン
改

め
が
実
施
に
移
さ
れ
た
。

尾
道
で
は
、「
う
さ
ん
な
る
も
の
」（
不
審
者
）
や
、

身
元
不
明
者
を
宿
泊
さ
せ
な
い
よ
う
厳
命
が
発
せ
ら

れ
、
そ
の
取
締
り
は
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
の

島
原
の
乱
を
契
機
に
い
よ
い
よ
強
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
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36 宗門改め書 寛永10年（1633）

37 紙代・筆記代銀請取書 寛永10年（1633）10月24～29日

▲

寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）、
尾
道
町
で
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
探
索
が
行
わ
れ
、

広
島
藩
で
最
初
と
思
わ
れ
る
宗
門
改
め
書
（
大
西
＝
渋
谷
抱
え
）
が
作
成

さ
れ
た
。
宗
門
改
め
書
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
く
、
各
寺
院
の
門
徒
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
、
各
戸
主
に
人
別
の
宗
旨
と
檀
那
寺
を
書

き
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
次
の
請
取
書
は
、
宗
門
改
め
書
を
作

成
す
る
た
め
に
月
行
司
の
渋
谷
与
右
衛
門
組
が
購
入
し
た
紙
代
銀
と
、
そ

れ
に
あ
た
っ
た
神
主
の
筆
記
代
銀
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。「
た
い
う
す
」

は
、
デ
ウ
ス
の
漢
字
表
記
「
提
宇
子
」
を
音
読
し
た
も
の
。

尾
道
は
、
古
く
か
ら
の
港
町
で
あ
る
の
に
加
え
て
、

寛
永
十
年
の
幕
府
巡
見
使
の
巡
察
を
契
機
と
し
て
公
式

の
宿
駅
に
も
指
定
さ
れ
た
。
山
陽
道
だ
け
で
な
く
、
出

雲
・
伯
者
・
石
見
と
い
っ
た
他
国
へ
の
脇
街
道
が
尾
道

へ
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
尾
道
で
厳
し
い
キ
リ
シ
タ

ン
の
詮
索
が
行
わ
れ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
こ
の

文
書
は
、
侍
衆
や
庶
民
を
宿
泊
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、

不
審
者
や
、
そ
れ
以
外
で
も
二
夜
宿
泊
さ
せ
る
場
合
は

代
官
ま
で
通
知
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
尾
道
の
年
寄
・

庄
屋
・
組
頭
が
誓
約
し
た
請
書
で
あ
る
。

▲

39 侍・旅人宿泊につき請書 寛永13年（1636）12月29日
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展示古文書一覧

＊は複製展示，ゴシックの数字は渋谷家文書の文書番号を示す。

一　戦国大名毛利氏支配下の豪商渋谷氏

（1） 毛利氏の庇護と渋谷氏の立場

1 毛利輝元捻文 8月23日 6

2 児玉就英書状 6月 3日 31

3 毛利氏奉行人連署書状 11月20日 32

4 毛利氏奉行人書状 12月12日 33

5 毛利氏奉行人書状 6月24日 27

6 毛利輝元捻文 8月 6日 5

＊ 7 毛利氏奉行人書状 8月 6日 17

8 毛利輝元捻文 10月13日 4

＊ 9 堅田元慶書状 6月 4日 24

（2） 軍需物資の輸送と恩賞

＊10 毛利氏奉行人書状 8月 6日 18

11 毛利輝元捻文 11月22日 8

12 毛利氏奉行人鍛預ヶ状
天正17年 4月15日 14

13 毛利氏奉行人書状
天正18年 9月16日 15

＊14 毛利氏奉行人連署書状 11月20日 20

15 毛利輝元捻文 天正10年 5月11日 1

16 毛利氏奉行人連署打渡状
天正19年12月 7日 47

17 毛利氏所務役人連署渡状
慶長 2年 4月20日 36

18 毛利氏所務役人連署渡状
慶長 2年 9月24日 37

19 毛利氏所務役人連署請取状
慶長 2年 9月24日 38

20 備後国沼隈郡新庄村渡坪付
慶長 5年 3月12日 49

二　江戸初期の尾道と渋谷氏

（1） 尾道の「自治」的機構と渋谷氏

21 尾道町中定之事
元和 2年 3月27日 177

22 申定一札之事 元和 3年 5月23日 107

23 おろし米算用書
元和 2年 2月22日 53

24 尾道町おろし米請取書
元和 2年 9月24日 159

25 おのみち町算用之目録
元和 2年 2月19日 77

（2） 浅野氏の入封と加子（水主）役

26 室屋又八郎殿内二郎五郎加子算用書
慶長20年 122

27 加子賃・飯米代銀請取書
元和 3年 9月21日

飛脚船賃・飯米代銀請取書
元和 3年 9月22日 158

28 加子賃・飯米代銀請取書
元和 5年 8月 7日 204

29 加子賃請取書 元和 5年 8月晦日

奉公賃請取書 元和 5年 8月晦日 81

30 丁銀子借用証文
元和 7年 7月29日 110

31 返済銀・利足請取書
元和 9年 6月29日 150

32 泉屋庄右衛門・庄屋五郎兵衛書状
11月 5日 139

33 遊行上人送り加子算用書
明暦 2年10月17日 179

34 石州加子・御局様御迎加子算用書
戌年 7月23日 182

35 蔵米大坂へ積上せ加子前後算用書
慶安 3年10月21日 62

（3） キリシタン禁令と尾道

36 宗門改め書 寛永10年 37

37 紙代・筆記代銀請取書
寛永10年10月24～27日 203

38 キリシタン取締り請書
寛永12年12月 57

39 侍・旅人宿泊につき請書
寛永13年12月29日 197

40 島原落人・キリシタン取締り請書
寛永15年 3月 156

写真パネル一覧

遣明船模型 室町時代 広島県立歴史博物館

弁才船模型 江戸時代 広島県立歴史博物館

尾道浦絵屏風 江戸時代中期 尾道市立美術館

浅野長晟画像 『廣島市史』第 1巻

紙本著色尾道絵屏風 安永 3年 浄土寺

※期間中一部の展示資料を入れ替えることがありますので御了承ください。
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古
文
書
の
補
修
に
つ
い
て

残
さ
れ
た
古
文
書
を
で
き
る
だ
け
永
く
保
存
し
た
い
と

考
え
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
補
修
を
施
し
ま
す
。
破
損
・
汚

損
し
た
古
文
書
を
放
置
す
れ
ば
、
紙
の
劣
化
が
進
み
、
や

が
て
は
利
用
が
不
可
能
に
な
る
か
ら
で
す
。
古
文
書
の
補

修
は
、
こ
の
よ
う
な
最
悪
の
事
態
を
避
け
る
た
め
の
手
段

で
す
。

で
は
、
古
文
書
を
保
存
す
る
た
め
に
、
ど
れ
も
補
修
を

施
す
べ
き
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

補
修
と
い
う
人
為
的
な
加
工
を
加
え
ず
に
、
古
文
書
を
保

存
す
る
の
が
最
良
で
す
。
補
修
が
必
要
な
場
合
で
も
、
最

小
限
に
止
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

古
文
書
に
補
修
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
原
形
が
失
わ
れ
、

生
の
様
々
な
情
報
が
消
え
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
、
渋
谷
家
文
書
の
補
修
で
は
、
次
の
点
に
留

意
し
ま
し
た
。

（1）

折
れ
皺し
わ

・
墨
次
す
み
つ
ぎ

な
ど
、
生
の
古
文
書
が
持
っ
て
い

る
情
報
を
、
で
き
る
だ
け
残
す
。

（2）

紙
・
糊
な
ど
の
補
修
材
料
が
、
第
二
次
の
破
損
・

汚
損
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
最
良
の
材
料
を

用
い
る
。

（3）

修
復
を
終
え
た
古
文
書
も
、
後
日
補
修
以
前
の
状

態
に
戻
せ
る
加
工
方
法
を
用
い
る
。

古
文
書
の
補
修
を
行
う
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
三

つ
の
条
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

補
修
を
委
ね
る
場
合
、
表
具
師
は
、
熟
達
し
た
技
量
の
持

主
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
資
料
の
保
存
に
深
い
関
心
と
見

織
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

古文書の補修と保存への配慮

1 補修以前の古文書

破損だけでなく、雨水や鼠の尿などによる汚損
が見られ、その箇所の酸化が進行している。

2 養生・保管が不備な古文書

巻物となっている古文書は、養生や保管が悪い
と多くの折れが発生し、表面の文字を摩滅させる。

3 不良な裏打ち紙の除去

裏打ち紙が本紙に馴染まないと、本紙に歪みがで
きる。酸化が進んだ裏打ち紙は本紙を劣化させる。

4 汚損した本紙の洗浄

酸化の進行を防ぐため、水かぬるま湯で汚損し
た部分を洗浄する。上は洗浄前、下は洗浄後。
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5 白土入美栖紙で裏打ち

酸化・変色した箇所を、中和剤となる白土入美
栖紙で養生の裏打ちを行い、酸化を止める。

6 端裏書のための窓

端裏に書かれた文字や封印の印が明瞭に分かる
ように、裏打ち紙をくり抜き、窓を作る。

7 中性紙の台紙付文書

文書を生に近い形で保存しようとするとき、仮
裏打ち紙を取り除き、中性紙の台紙を付けて整理
する。

8 巻物の養生太巻芯

厚手の楮紙や奉書紙の複雑な折れ皺を防ぐため、
巻物には、桐材の太巻芯を取り付ける。

《御案内図》

←至己斐

↑

至紙屋町
県庁

１００ｍ道路

N

↑

至広島駅

広島市役所

国道２号線 →← 新明治橋

至西広島 至比治山
産業会館

鷹の橋たかの橋商店街

消防署 日赤
広島
GS

元
安
川

広島大学

広大前

広電本社前

御幸橋
広島県
情報プラザ

至宇品
↓

至吉島

南
大
橋

交通：ＪＲ広島駅よりバス（広島港行き）
又は路面電車（紙屋町経由宇品行き）
いずれも，広電本社前下車徒歩 7分
広島県情報プラザ2F

広島県立文書館
もんじょかん

の御案内

◎開館時間

•月～金曜日 9：00～17：00

•土曜日 9：00～12：00

◎休館日

•日曜日、国民の祝日及び振替休日

•年末年始（12月28日～ 1月 4日）

収蔵文書展　渋谷家文書の世界 ―戦国期・江戸初期の豪商渋谷氏と尾道―
発行　1992年10月 編集・発行　広島県立文書館


